
eureco オープンβ約款 

 

第１条（約款の適用） 

１．この eureco オープンβ約款（以下、「本約款」といいます。）は、さくらインターネッ

ト株式会社（以下、「当社」といいます。）が提供するβ版サービス（試験的に提供される、

開発中のサービスのことを指します。以下、同じ。）である「eureco」（以下、「本β版サ

ービス」といいます。）に適用される基本サービス約款です。 

２．本β版サービスの利用者（以下、「利用者」といいます。）は、当社の定める基本約款を

遵守しなければなりません。基本約款は、本約款とともに本β版サービスに適用されます。 

 

第２条（サービスの内容） 

１．本β版サービスは、利用者に対し、実験のデータ及びそれに関連する情報（テキスト、

画像及び動画等を含みますが、これに限りません。以下、「本実験データ」といいます。）

を記録するためのノートアプリケーションとしてのインターフェースを提供するサービ

スです。 

２．本実験データは、次条に定める指定サービスのストレージに保存されます。当社は、本

実験データを閲覧又は使用することはありません。 

 

第３条（指定サービスとの連携） 

１．本β版サービスの利用のためには、利用者は、別途当社が指定する第三者（以下、「指

定事業者」といいます。）が運営するサービス（以下、「指定サービス」といいます。）を

利用し、本β版サービスと連携させる必要があります。指定サービスの利用にあたり、利

用者は、指定事業者が定める利用規約等を遵守しなければなりません。 

２．指定サービスに仕様変更、障害、中断若しくは廃止等が発生した場合、又は、利用者が

指定サービスの利用を停止若しくは終了した場合など、指定サービスの状況により、本β

版サービスを利用できなくなる場合があることを、利用者は承諾するものとします。当社

は、指定サービスの状況に関し、一切責任を負いません。 

 

第４条（利用契約の成立） 

１．基本約款における利用契約の成立の規定にかかわらず、本β版サービスの利用契約は、

利用者が基本約款及び本約款に同意して、指定サービスと本β版サービスの連携を許可

したときに成立するものとします。ただし、利用契約の成立後に、基本約款に定める申込

みの拒絶事由に利用者が該当することが判明した場合には、当社は、利用者に通知するこ

となく、指定サービスと本β版サービスの連携を解除することにより、利用契約を解除す

ることができるものとします。この場合、当社は、利用契約を解除した理由について利用

者に開示する義務を負わないものとします。 



 

第５条（最低利用期間） 

１．基本約款における最低利用期間の規定にかかわらず、本β版サービスの最低利用期間は

ありません。 

 

第６条（契約期間及び解約） 

１．基本約款における契約期間の規定にかかわらず、本β版サービスの利用契約の契約期間

は、利用契約が成立した日から、当社が利用者に対し別途通知する本β版サービスの提供

終了日までとします。 

２．基本約款における解約の規定にかかわらず、利用者は、前項の契約期間内であっても、

指定サービスと本β版サービスの連携を解除することにより、いつでも利用契約を解約

することができます。 

 

第７条（利用料金） 

１．本β版サービスの利用料金は、無料とします。 

 

第８条（損害賠償） 

１．基本約款における損害賠償の規定にかかわらず、当社は、利用者が本β版サービスを利

用したこと又は利用できなかったことにより被った損害について、損害賠償責任その他

一切の責任を負いません。 

 

第９条（非保証・免責） 

１．利用者は、本β版サービスが、β版サービスの性質上、バグ、瑕疵又は誤動作その他の

正常に稼働できない症状等の不具合を含み得るものとして提供されることに同意するも

のとします。当社は、これらに起因して利用者及び第三者が被った損害に関し、一切の責

任を負わないものとします。ただし、個人（事業として又は事業のために契約の当事者と

なる場合におけるものを除きます。）である利用者がβ版サービスの利用に関して損害を

被った場合については、この限りではなく、基本約款における当社の責任の規定に従うも

のとします。 

２．当社は、指定サービスに起因して利用者及び第三者が被った損害（本実験データの全部

又は一部の滅失又は破損を含みますが、これらに限りません。）に関し、一切の責任を負

いません。 

３．利用者が本β版サービスを利用して、他の利用者若しくは第三者に対して損害を与えた

場合、又は他の利用者若しくは第三者との間で紛争が生じた場合、利用者は自己の責任と

費用においてこれを解決するものとします。 



４．当社が本β版サービスを提供するにあたり用いる設備の定期的若しくは緊急の保守・点

検作業を行う場合、天災等の不可抗力等が生じた場合、又は当社がやむを得ないと判断し

た場合には、当社は利用者に予告することなくメンテナンス（本β版サービスのシステム

の不具合の修正を含みますが、これに限りません。）を実施し、一時的に本β版サービス

の提供を中断又は中止することがあります。 

 

第１０条（知的財産権等） 

１．本β版サービスに関する特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権等の知的財産権

及びノウハウ等の一切の権利は、当社又は当社に権利を許諾する者に帰属するものとし

ます。 

２．本実験データに関する一切の権利は、利用者その他の権利者に帰属し、本β版サービス

を利用したことにより、当社に対する権利の移転又は許諾等は行われません。 

 

第１１条（アンケート等） 

１．当社は利用者に対して、本β版サービスに関するアンケート等を随時実施することが

できるものとします。当社は、当該アンケート等の利用者による回答内容を、個人情報

を除いて自由に修正、編集、公表、複製、頒布その他の利用をすることができるものと

し、利用者は当社に対して、著作権、著作者人格権その他の一切の権利を行使しないも

のとします。 

２．利用者は、本β版サービスの利用中に発見した本β版サービスのバグ、瑕疵又は誤動

作その他の正常に稼働できない症状等の不具合について、当社に報告をする等の協力を

行うものとします。 

 

第１２条（禁止事項） 

１．利用者は、基本約款における禁止事項の規定に加えて、次の各号に該当する行為又はそ

のおそれのある行為を行ってはなりません。 

（１）当社の事前の承諾なく、本β版サービスを第三者に利用させる行為 

（２）当社の事前の承諾なく、本β版サービスを提供するにあたり用いるサーバ設備に高い

負荷を与え、他の利用者のサービス利用又は当社のサービス運営に支障を与える行為 

 

第１３条（当社による利用契約の解除） 

１．当社は、利用者が当社約款に違反した又はそのおそれがあると判断した場合、利用者に

通知することなく、指定サービスと本β版サービスの連携を解除することにより、利用契

約を解除することができるものとします。この場合、当社は、利用契約を解除した理由に

ついて利用者に開示する義務を負わないものとします。 

 



第１４条（サービスの内容の変更及び提供の廃止） 

１．当社は、その裁量で任意に本β版サービスの内容を変更し、又は本β版サービスの全部

若しくは一部の提供を廃止することができるものとします。これにより利用者が被った

損害について、当社は一切の責任を負いません。 

 

第１５条（正式版サービス） 

１．本β版サービスはβ版サービスであり、本β版サービスの正式版サービスを提供するこ

と又は正式版サービスを提供する場合に利用者データを引き継いで利用者に正式版サー

ビスを利用させることについて、当社は一切の義務又は責任を負いません。また、当社は、

本β版サービスの正式版サービスを提供する場合、本β版サービスにおいて存在した又

は存在しなかった機能等を追加、変更又は削除する可能性があります。 

２．本β版サービスの提供終了後、当社が正式版サービスの提供を行う場合に、利用者が正

式版サービスの利用を希望する場合は、当社との間で正式版サービスの利用契約を締結

しなければなりません。 

 

附則 

第１条（適用開始） 

１．この約款は、２０２６年３月２日に制定され、同日より適用されます。 


